
庁名

500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円

民事訴訟 通常訴訟 8 10 4 4 10 10 6000円

６０００円
当事者が１名増すごとに3０
００円を追加
（※郵送費用を現金・電子
納付する場合。郵便切手で
納付する際は、不要。）

当事者が１名増すごとに
3000円分を追加
（内　　訳）
５００円4枚　１００円7枚 ５０
円4枚　２０円2枚　１０円6枚

民事調停 民事調停 4 2 2 580円

・相手方が１名増すごとに、
左の表の郵券を加算
・郵便料利用希望の方は、
係にお問い合わせください。

担保不動産競売申立て
（本庁に申し立てる場合）

20 40 10 20 15300円

不動産３筆まで
５０万円
不動産４筆～６筆
６０万円
不動産７筆～１０筆
８０万円
１１筆以上は５筆ごとに１０
万円加算

担保不動産競売申立て
（管内支部に申し立てる場合）

20 40 10 20 15300円

不動産３筆まで
５０万円
不動産４筆～６筆
６０万円
不動産７筆～１０筆
８０万円
１１筆以上は５筆ごとに１０
万円加算

強制競売申立て 20 40 10 20 15300円

不動産３筆まで
５０万円
不動産４筆～６筆
６０万円
不動産７筆～１０筆
８０万円
１１筆以上は５筆ごとに１０
万円加算

担保不動産収益執行申立て 20 40 10 20 15300円
管理費見込額等を勘案し
て、個別に定められます。

形式的競売申立て 20 40 10 20 15300円

不動産３筆まで
５０万円
不動産４筆～６筆
６０万円
不動産７筆～１０筆
８０万円
１１筆以上は５筆ごとに１０
万円加算

自動車競売申立て 20 40 10 20 15300円

債務名義に基づく債権差押え 4 1 1 7 3300円

債権者が１名増すごとに１２
２０円（内訳：５００円×２、１１
０円×２）追加
第三債務者が１名増すごと
に１８６０円（内訳：５００円×
２、３５０円×１、１８０円×１、１
１０円×３）追加

養育費等に基づく債権差押え 4 1 1 7 3300円

第三債務者が１名増すごと
に１８６０円（内訳：５００円×
２、３５０円×１、１８０円×１、１
１０円×３）追加

財産開示 8 1 14 4 3 6150円

情報取得 0円
申立ての種類により要否が
異なります。

申立ての種類により添付郵
便切手の内訳が異なりま

す。

情報取得（不動産） 5 5 2 3 1 3220円

※50g定形郵便が基準と
なっているため、目録の枚数
や物件の数により、郵便切
手を追加していただくことが
あります。

情報取得（給与） 5 6 2 3 1 3330円

※左記の基本料金は、第三
者数が１名の場合の額
第三者が１名増すごとに１，
３６０円分を追加
（内　　訳）
５００円２枚、１１０円２枚、５０
円２枚、２０円2枚
※50g定形郵便が基準と
なっているため、目録の枚数
等により、郵便切手を追加し
ていただくことがあります。

情報取得（預貯金） 3 4 2 3 1 2110円

第三者報酬額（第三者数×
２０００円）の予納が必要
※予納に必要な書類は申
立後に送付します。

※左記の基本料金は、第三
者数が１名の場合の額
第三者が１名増すごとに１，
３６０円分を追加
（内　　訳）
５００円２枚、１１０円２枚、５０
円２枚　２０円2枚
※50g定形郵便が基準と
なっているため、目録の枚数
等により、郵便切手を追加し
ていただくことがあります。

予納金 備　考

民事執行

熊本地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手

合計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）



500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円
予納金 備　考カテゴリ 申立ての種類

添付郵便切手内訳 郵便切手
合計額

債権仮差押 6 2 6 1 4 3950円

債権者・債務者が１名増す
ごとに１２２０円（内訳：５００
円×２、１１０円×２）追加
第三債務者が１名増すごと
に１５１０円（内訳：５００円×
２、１１０円×２、１００円×２、５
０円×１、２０円×２）追加

不動産仮差押・仮処分（処分禁
止）

6 4 2 6 3620円

債権者・債務者が１名増す
ごとに１２２０円（内訳：５００
円×２、１１０円×２）追加
登記所が１か所増すごとに
１１８０円（内訳：５００円×２、
５０円×２、２０円×４）追加

不動産仮処分（占有移転禁止） 4 4 2440円
債権者・債務者が１名増す

ごとに１２２０円（内訳：５００
円×２、１１０円×２）追加

取下げ（債権仮差押） 2 220円
債務者・第三債務者が１名
増すごとに１１０円追加

取下げ（不動産仮差押・仮処分（処
分禁止））

2 1 2 4 1290円

債務者が１名増すごとに１１
０円追加
登記所が１か所増すごとに
１１８０円（内訳：５００円×２、
５０円×２、２０円×４）追加

取下げ（動産仮差押、不動産仮処
分（占有移転禁止）等、執行官が
保全執行するもの）

1 4 270円
債務者が１名増すごとに１１
０円追加

担保取消（担保事由の消滅） 2 2 1220円
被申立人が１名増すごとに
１２２０円（内訳：５００円×２、
１１０円×２）追加

担保取消（担保取消に同意・即時
抗告権放棄あり）

1 110円
被申立人が１名増すごとに
１１０円追加

担保取消（担保取消に同意・即時
抗告権放棄なし）

2 2 1220円
被申立人が１名増すごとに
１２２０円（内訳：５００円×２、
１１０円×２）追加

担保取消（権利行使催告） 4 4 2440円
被申立人が１名増すごとに
２４４０円（内訳：５００円×４、
１１０円×４）追加

保護命令 保護命令 2 2 5 4 13 4 2220円

労働審判 労働審判 3 10 2 6 6 2780円

保全



庁名

令和７年１０月１日～

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

同廃
代理人等申立
て

1,500円
(民訴費用法別表第一の
16項,17
項ﾎ)

後記管財事件と同一 後記管財事件と同一

郵便切手とは別に、債権者（保証人及び公
租公課を含む。）通知用宛名ラベルの提出

個人

1,500円
(民訴費用法別表第一の
16項,17
項ﾎ)

①代理人等の申立てで、
直接交付の場合

②開始決定等送付の場
合(本人申立てを含む。）

①の場合
110円×(債権者数+10)
10円×10
②の場合
1220円×２組
110円×(債権者数+10)

・郵便切手とは別に、債権者（保証人及び公
租公課を含む。）通知用宛名ラベルの提出

法人
1,000円
(民訴費用法別表第一の
16項)

①代理人等の申立てで、
直接交付の場合

②開始決定等送付の場
合(本人申立てを含む。）

①の場合
110円×(債権者数+２０)
10円×10
②の場合
1220円×２組
110円×(債権者数+20)
10円×10

・郵便切手とは別に、債権者（保証人及び公
租公課を含む。）通知用宛名ラベルの提出

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

個人再生

10,000円
(民訴費用法別表第一の
12項の
２)

①代理人等の申立てで、
直接交付の場合

②送付の場合

①の場合
１１０円×(債権者数×２+
５)
②の場合
上記①のほか、
１２２０円分
１４０円×１
１０円×４

全件個人再生委員選任

熊本地方裁判所本庁・管内支部

破産手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

管財

再生手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧


